
適切な介護報酬改定に関する意見書 

 

 平成２７年４月の介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算を取得してもマイナ

ス２．２７％の改定であったため、多くの介護事業者は収入が減少し、経営が悪化

しています。 

 このことは、厚生労働省が本年１０月に発表した介護事業所経営実態調査におい

て、介護事業者の平成２８年度決算の利益率は平均３．３％で、平成２５年度末よ

り４．５ポイント低下しているとし、平成２７年度のマイナス改定によって介護事

業者の経営悪化が裏付けられています。 

また、同じく厚生労働省が平成２７年に発表した介護人材需要推計によると、団

塊の世代が７５歳以上となる平成３７年には、介護人材が３７．７万人不足すると

されており、人材不足も深刻な状況となっています。 

こうした中、本年４月には、介護職員の賃上げのために臨時で介護報酬が１．１４％

アップされ、さらに今月には、平成３０年４月の介護報酬改定についてもプラス改

定の方向が固まった旨の報道がありました。 

しかしながら、介護事業者が安定して事業を継続するとともに、利用者に安心安

全な介護サービスを提供し、介護従事者の労働環境を改善するためには、より一層

の介護報酬のプラス改定が必要であると言われています。 

また、自立支援型の介護を普及するためには、介護事業者が努力して利用者の要

介護度を軽くすると、受け取れる介護報酬が減少してしまうなどの現行制度の課題

を解決する必要があるとも指摘されています。 

よって、墨田区議会は、政府に対し、平成３０年４月の介護報酬改定において、

介護事業者が安定して経営を継続でき、利用者によりよい介護サービスを提供し、

介護従事者の労働環境を改善できる適切な介護報酬とするよう強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。 
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